
・路面清掃作業（機械）ブラシ式

春日部市

清 掃 総 延 長 Ｌ＝１３６．５ｋｍ

路河川名称

事 業 名

業 務 大 要

路 線 本 数 Ｎ＝５２路線

定 期 清 掃 Ｎ＝２回/年

委 託 場 所 春日部市中央一丁目外地内

　令和６年度 委 託 仕 様 書 市　単

委 託 名 道路路面清掃業務委託



変 更 理 由

備    考

( 0001 ) 県南地　　区 労務費補正 機械経費(賃料)補正1.00 1.00

( R0603 ) 令和06年03月単価適用年月

工    期

変    更

当    初
自

日 数

至

至

令和06年03月経費適用年月

道路維持工事主たる工種

市街地（ＤＩＤ補正）（1）-1施 工 地 域

設　　計
消費税相当額

合計

当　初　金　額 変　更　金　額

工事価格

請　　負
消費税相当額

合計

請負増減額

工事価格

週休2日区分 採用しない
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本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

道路維持･修繕

式

1    

_ 道路維持

式

1    

_ _ 道路清掃工

式

1    

_ _ _ 路面清掃工

式

136.5  

_ _ _ _ 路面清掃（機械）

km

第1号一位代価表               

26    

_ _ _ _ 塵埃処分費

m3

第2号一位代価表               

1    

_ 直接工事費

式

1    

_ _ 共通仮設費計

式

1    

_ _ _ 共通仮設費（率分）

式

1    

_ 純工事費

式

1    

_ _ 現場管理費

式
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本　工　事　費　内　訳　書

摘    要金    額単　価単  位数    量 工事区分　工種　種別　細別・規格

1    

_ 工事原価計

式

1    

_ _ 一般管理費等

式

1    

工事価格

式

1    

_ 消費税相当額

式

1    

工事費合計

式

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負
担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率
計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施
工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格について
は、施工計画書等に明記すること。
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km
路面清掃（機械）

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第1号一位代価表

km
ブラシ式 フロントリフトダン
プ2.2m3級，L，清掃車持込 ブラシ持込 
ブラシ式，有，5500～6500L，持込，標
準

路面清掃(機械清掃工)
第1号施工表

1    

km

歩道掃き出し
第5号施工表

1    

km合　計

m3
塵埃処分費

 1.000 当り

名　称　/　規　格 単  位数　量 単　価 金　　額 摘　　要

第2号一位代価表

m3
塵埃

処分費

1    

m3合　計
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路面清掃(機械清掃工)

(WB432310)

第  100.00 当り0001 km号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

土木一般世話役

人

普通作業員

人

ブラシ式フロントリフトダン
プ2.2m3級，L，標準，持込

路面清掃車運転

hr

第2号施工表

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]5500~6500L

hr

第3号施工表

1

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級

hr

第4号施工表

諸雑費（率・まるめ）

式             1    

合　計
当り1 km

条件名称 入力名称

J01 路面清掃車機種 ブラシ式 フロントリフトダンプ2.2m3級
J05 清掃車持込 ブラシ持込 ブラシ式清掃車､ブラシ保有区分
J07 有ダンプトラック4t積級使

用の有無
J08 5500～6500L散水車機種
J10 持込散水車機械使用区分
J11 標準機械供用日当り運転時間 t

24092000104-00-C0-0000-3  6 春日部市



路面清掃車運転

(WK430310)

第  1.00 当り0002 hr号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(特殊)

人

助手

人

軽油

L

ホッパ容量 2.2m3

路面清掃車[ブラシ･三輪式]

hr

            JAC

諸雑費（まるめ）

式             1.000

合　計
当り1 hr

条件名称 入力名称

J01 路面清掃車機種 ブラシ式フロントリフトダンプ2.2m3級
J05 標準機械供用日当り運転時間 t
J07 持込路面清掃車使用区分

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]5500~6500L

(K1108008)

第  1.00 当り0003 hr号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(一般)

人

軽油

L

5500～6500L

散水車[トラック架装型]

hr

            JAC

合　計
当り1 hr
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ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級

(K0301002)

第  1.00 当り0004 hr号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

運転手(一般)

人

軽油

L

4t積級

ダンプトラック[オンロード･ディー
ゼル]

hr

            JAC

4t積級 良好

タイヤ損耗費

hr

合　計
当り1 hr

条件名称 入力名称

J03 機械損耗部品補正 1

歩道掃き出し

(WB432320)

第  100.00 当り0005 km号 一位代価表(施工歩掛表)

名　称　/　規　格 数　量 単　位 単　価 金　　額 摘　　要

普通作業員

人

合　計
当り1 km
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単価表番号 名       称　/　規　　　格 単  位 単　価 摘  要

積　　算　　条　　件    一　　覧　　表

km

路面清掃(機械清掃工)

ブラシ式 フロントリフトダン
プ2.2m3級，L，清掃車持込 ブラシ持込 
ブラシ式，有，5500～6500L，持込，標
準

第0001号施工表   WB432310
WB432310

hr

路面清掃車運転

ブラシ式フロントリフトダン
プ2.2m3級，L，標準，持込

第0002号施工表   WK430310
WK430310

hr

散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]5500~6500L第0003号施工表   K1108008
K1108008

hr

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]4t積級

1

第0004号施工表   K0301002
K0301002

km

歩道掃き出し第0005号施工表   WB432320
WB432320

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施

工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格について

は、施工計画書等に明記すること。
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公共事業労務費調査に関する特記仕様書

（適用）

第１条　この特記仕様書は、請負代金額が1 , 0 0 0 万円以上の工事

に適用する。

（協力）

第２条　本工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事と

なった場合、受注者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者

に提出する等、必要な協力を行わなければならない。また、本工事

の工期経過後においても、同様とする。

2  調査票等を提出した事業所を発注者が事後に訪問して行う調査・

指導の対象に受注者がなった場合、受注者は、その実施に協力しな

ければならない。また、本工事の工期経過後においても、同様とする。

（賃金台帳等の保存）

第３条　公共事業労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等

の提出が行えるよう、受注者は、労働基準法等に従って就業規則を

作成すると共に賃金台帳を調製、保存する等、日頃より使用している

現場労働者の賃金時間管理を適切に行っておかなければならない。

（下請け契約）

第４条　受注者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、

受注者は、当該下請工事の受注者(当該下請工事の一部に関わる二次以降の

下請負人を含む。)が前第3条と同様の義務を負う旨を定めなければならない。



番号 主な名称 施工範囲 備考

1 市道 １－２ 号線 小渕橋通り 0.7 km 両側 1.4 km

0.3 km 片側 0.3 km

0.2 km 両側 0.4 km

3 市道 １－２０・１－２１ 号線 ハクレン通り 4.1 km 両側 8.2 km

4 市道 １－２２ 号線 武里内牧線通り 4.0 km 両側 8.0 km

5 市道 １－２６・１－２７ 号線 内谷元町通り 1.0 km 両側 2.0 km

1.6 km 両側 3.2 km

0.3 km 中央分離帯 0.6 km

7 市道 １－２４・１－２８ 号線 ゆりの木通り 3.7 km 両側 7.4 km

9 市道 ４－３５ 号線 豊町一丁目通り 0.5 km 両側 1.0 km

10 市道 ４－２６ 号線 豊町二丁目通り 0.4 km 両側 0.8 km

0.2 km 片側 0.2 km

0.3 km 両側 0.6 km

12 市道 １－１８ 号線 豊春駅前通り 0.2 km 片側 0.2 km

13 市道 ２－２７ 号線 花積橋通り 0.4 km 片側 0.4 km

14 市道 ３－４５・３－４７ 号線 共栄大前通り 0.2 km 片側 0.2 km

15 市道 ３－１１３ 号線 春日部工業高校裏側 0.3 km 片側 0.3 km

16 市道 １－３・３－１０６ 号線 山王公園前通り 0.2 km 両側 0.4 km

17 市道 １－３・３－９２ 号線 梅田新田集会所脇通り 1.2 km 両側 2.4 km

0.1 km 片側 0.1 km

0.3 km 両側 0.6 km

19 市道 ２－９ 号線 ４号～めがね橋通り 0.4 km 片側 0.4 km

20 市道 ２－４０ 号線 国道１６号～県道西金野井春日部線 0.4 km 両側 0.8 km

22 市道 １－２５ 号線 学校通り 1.0 km 両側 2.0 km

0.5 km 片側 0.5 km

2.8 km 両側 5.6 km

26 市道 ４－１７８ 号線 立野小通り 0.8 km 片側 0.8 km

27 市道 ４－１８５ 号線 下大増新田通り 1.4 km 片側 1.4 km

28 市道 １－１７・６－９２ 号線 一ノ割通り 0.8 km 片側 0.8 km

0.5 km 片側 0.5 km

0.2 km 両側 0.4 km

30 市道 ６－３６６ 号線 東急ニュータウン通り 0.4 km 両側 0.8 km

31 市道 ６－２３４ 号線 武里駅前通り 0.5 km 両側 1.0 km

32 市道 ６－４９４ 号線 武里団地通り 1.3 km 両側 2.6 km

34 市道 ５－１６８ 号線 四号～土井堀通り 0.7 km 片側 0.7 km

0.4 km 片側 0.4 km

1.0 km 両側 2.0 km

38 市道 ５－１７８ 号線 緑町三丁目通り 0.5 km 片側 0.5 km

39 市道 ９－３０２９ 号線 庄和中央通り 0.4 km 両側 0.8 km

0.3 km 片側 0.3 km

0.6 km 両側 1.2 km

41 市道 １-１１０-１ 号線 さくら通り 0.4 km 両側 0.8 km

42 市道 １-１０９-３ 号線 はなみずき通り 0.7 km 両側 1.4 km

43 市道 ９－３０５５ 号線 埼葛広域農道 0.8 km 片側 0.8 km

0.5 km 片側 0.5 km

0.2 km 両側 0.4 km

45 市道 ９－４０８７ 号線 埼葛広域農道 1.6 km 片側 1.6 km

48 市道 １－２９ 号線 藤塚米島線 2.1 km 両側 4.2 km

51 市道 ２－２１０ 号線 イオン東側通り 0.5 km 両側 1.0 km

52 市道 ２－２２２ 号線 イオン南側通り 0.3 km 片側 0.3 km

73.2 km

道路路面清掃業務委託　路線調書

路線名 路線延長 施工延長

号線

2 市道 ７－２４０ 号線

合計（７月上旬施行）

市道 ２－２９・２－３０

40

25 市道

ふじ通り

東部市場通り

6 市道 １－８－１

18 市道 ３－５・３－８・３－１３ 号線

号線

29

号線

小林住宅脇通り11

東急～４号通り市道

春日部エミナース進入路

１－２３

１－１１１ 号線 庄和中央通り

消防署前通り

木の下団地通り

号線１－１４

35 号線

44 市道

市道

市道 １－１０

９－４００７ 号線 埼葛広域農道

No.1



番号 主な名称 施工範囲 備考

3 市道 １－２０・１－２１ 号線 ハクレン通り 4.1 km 両側 8.2 km

4 市道 １－２２ 号線 武里内牧線通り 4.0 km 両側 8.0 km

5 市道 １－２６・１－２７ 号線 内谷元町通り 1.0 km 両側 2.0 km

1.6 km 両側 3.2 km

0.3 km 中央分離帯 0.6 km

7 市道 １－２４・１－２８ 号線 ゆりの木通り 3.7 km 両側 7.4 km

0.6 km 片側 0.6 km

0.7 km 両側 1.4 km

0.6 km 片側 0.6 km

1.3 km 両側 2.6 km

22 市道 １－２５ 号線 学校通り 1.0 km 両側 2.0 km

23 市道 ２－３１ 号線 上沖小脇通り 1.2 km 両側 2.4 km

24 市道 １－１７ 号線 浄水場通り 1.2 km 片側 1.2 km

0.5 km 片側 0.5 km

2.8 km 両側 5.6 km

30 市道 ６－３６６ 号線 東急ニュータウン通り 0.4 km 両側 0.8 km

31 市道 ６－２３４ 号線 武里駅前通り 0.5 km 両側 1.0 km

32 市道 ６－４９４ 号線 武里団地通り 1.3 km 両側 2.6 km

33 市道 ６－４９１ 号線 団地～４号通り 0.5 km 両側 1.0 km

36 市道 ２－３６ 号線 豊野工業団地通り 0.7 km 両側 1.4 km

37 市道 ８－３３７ 号線 豊野工業団地～４号ﾊﾞｲﾊﾟｽ通り 0.3 km 片側 0.3 km

39 市道 ９－３０２９ 号線 庄和中央通り 0.4 km 両側 0.8 km

0.3 km 片側 0.3 km

0.6 km 両側 1.2 km

41 市道 １-１１０-１ 号線 さくら通り 0.4 km 両側 0.8 km

46 市道 １－１０５ 号線 葛中通り 0.8 km 片側 0.8 km

47 市道 ９－４０３０ 号線 葛中通り 0.1 km 片側 0.1 km

48 市道 １－２９ 号線 藤塚米島線 2.1 km 両側 4.2 km

49 市道 ２－３９ 号線 車検場前通り 0.2 km 両側 0.4 km

50 市道 １－１０３ 号線 しょうぶ苑前通り 1.3 km 片側 1.3 km

63.3 km

136.5 km清掃総延長 73.2 + 63.3

合計（１１月中旬施行）

21 市道 ２－４１ 号線 国道１６号～県道春日部菖蒲線

8 市道 ２－３３－２ 号線

庄和中央通り

ふじ通り

号線 消防署前通り

6 市道 １－８－１ 号線

40 市道 １－１１１ 号線

路線延長

道路清掃業務委託　路線調書

路線名

元郵政省グランド通り

施工延長

25 市道 １－２３

No.2



 

道路路面清掃業務委託特記仕様書 

 

（趣旨） 

第１条 この特記仕様書は、主要幹線道路（主に歩車道の分離した道路）の路面清掃に適

用するものとし、特に定めのない事項については、埼玉県土木工事共通仕様書に準じる

ものとする。 

 

（委託内容） 

第２条 本業務委託は主要幹線道路の主に歩車道の分離した道路の路面清掃を行うものと

し、路面清掃箇所は、車道部分、歩道巻込部分、排水口等とする。 

２ 委託作業中において、道路施設の異常を発見した場合は、直ちに監督員に報告するも

のとする。 

 

（清掃回数、清掃時期） 

第３条 路面清掃の清掃回数は、原則として年２回の定期清掃とする。 

２ 清掃の時期は、原則として７月上旬（夏まつり前、）１１月中旬（台風シーズン後）と

する。 

３ 台風や集中豪雨等により路面清掃が必要となった場合は、監督員の指示を受け、臨時

清掃を行うものとする。 

   

（写真撮影） 

第４条 委託作業写真はカラーとし、委託作業実施前、中、後の状態が確認できるように

撮影しなければならない。 

 

（土砂塵埃の処理） 

第５条 受注者は自ら収集運搬作業を行うものとする。 

２ 汚泥は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し適正に収集運搬、処分を行うと

ともに、マニフェストＡ票、Ｂ２票、Ｄ票、Ｅ票の写しを提出する。 

３ 受注者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関連する各種免許証の写しを提出し、

産業廃棄物処理委託契約書について結ぶものとする。 

 

（安全管理） 

第６条 人連担地域等で、散水による飛散水、通行人等に十分注意すること。 

２ 本清掃作業中は、特に一般交通の確保に留意し、公衆に迷惑をおよぼさないようにし



なければならない。 

３ 作業中は、一般交通車等に清掃作業中であることがはっきりわかるように標識・看板

等を取り付けて安全には十分な注意をはらうこと。 

 

（苦情、事故等の報告） 

第７条 沿道の住民等から苦情、意見等があったときには監督員に報告しなければならな

い。また、重大な事故が発生した場合は直ちに報告しなければならない。 

 

（法令の遵守） 

第８条 清掃作業にあたっては、関係法令を遵守しなければならない。 

 

（その他） 

第９条 その他、定めのない事項について、疑義が生じたときは、発注者と受注者で協議

するものとする。 
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案内図
道路路面清掃業務委託

(春日部市中央一丁目外地内）
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